
居
者
）
に
対
し
、
次
に
挙
げ
る
も
の

を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
民

法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
。

●
目
的
物
を
使
用
収
益
さ
せ
る
義
務

（
６
０
１
条
）

●
賃
借
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

に
よ
っ
て
そ
の
修
繕
が
必
要
と
な
っ

た
場
合
を
除
き
、
目
的
物
の
使
用
収

益
に
必
要
な
修
繕
を
す
る
義
務
（
６

０
６
条
）

●
賃
借
人
が
支
出
し
た
必
要
費
（
例

え
ば
、
本
来
は
賃
貸
人
が
負
担
す
べ

き
修
繕
費
）
の
償
還
義
務
（
６
０
８

条
）

　

こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
す
る
と
、

賃
借
人
か
ら
、
債
務
不
履
行
に
基
づ

く
損
害
賠
償
や
契
約
解
除
を
請
求
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
賃
貸
人
は
「
賃
借
人
に
引
き

渡
し
た
目
的
物
が
契
約
不
適
合
で
あ

る
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
も
、
損

害
賠
償
や
契
約
解
除
の
責
任
を
負
い

ま
す
。
こ
れ
は
前
述
の
債
務
不
履
行

責
任
と
は
要
件
・
効
果
が
異
な
り
、

賃
貸
人
は
帰
責
事
由
が
あ
る
か
ど
う

か
に
関
係
な
く
責
任
を
負
う
、
無
過

失
責
任
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
２
０
年
４
月
に
、
大
幅
に
改

正
さ
れ
た
民
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
ル
ー
ル
も
影

響
を
受
け
、
右
の
表
に
挙
げ
る
よ
う

に
、
賃
貸
人
の
責
任
が
増
し
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
民
法
上
の
規
定
は
、
一
般

的
に
「
任
意
規
定
」
と
さ
れ
て
お
り
、

特
約
を
設
け
る
な
ど
に
よ
り
、
賃
貸

人
に
有
利
な
ル
ー
ル
へ
変
更
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。
も
っ
と
も
、
特
約

の
内
容
が
一
方
的
過
ぎ
る
と
、
公
序

良
俗
違
反
や
消
費
者
契
約
法
違
反
な

ど
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
法
的
有
効

性
を
争
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
賃
貸
借
契
約
（
部
分
貸

し
・
一
棟
貸
し
の
双
方
を
含
み
ま

す
）
が
締
結
さ
れ
て
い
る
建
物
に
関

連
し
て
、
賃
貸
人
あ
る
い
は
建
物
所

有
者
が
ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
を
負

う
の
か
に
つ
い
て
、
解
説
し
ま
す
。

　

建
物
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
貸

人
（
オ
ー
ナ
ー
・
家
主
）
は
、
相
手

方
で
あ
る
賃
借
人
（
テ
ナ
ン
ト
・
入

922025.52025.5

経営の強い味
方

不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一
般社団法人不動産ビジネス専門家協会（東京都千代田区）。
所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第6回

不動産に強い
士業が教える
の知見多

く
の
義
務
を
負
う
賃
貸
人 賃貸人の責任と建物所有者の責任

14

民
法
改
正
で
賃
貸
人
の
負
担
増

■大きくなっている賃貸人の責任

「賃借人の修繕権」が明文化

設備の一部滅失等による賃料減額

通常損耗や経年変化は原状回復の対象外

賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず、賃貸
人が相当期間内に修繕をしないときは、賃貸人に代わって修繕をすること
ができます（607条の2）。これにより、賃貸人は、修繕義務を怠っていると
賃借人の主導で修繕が進んでしまい、その費用の償還を請求されることに
なります（608条）

建物設備（エアコンなど）の不具合によって使用収益できなくなった部分
があると、賃料は当然に減額されることとなりました（611条）。そのため賃
貸人は、減額請求を受けなくとも、自分の側から相応額の賃料を減額しな
ければなりません

契約終了時における原状回復義務の具体的な内容として、経年変化や通
常の使用によって生じた損耗は対象外である旨が明文化されました（621
条）。これらの損耗、例えば「家具を置いた際の床のへこみ」などは、賃貸
人の費用負担で原状回復しなければなりません
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